新　旧　対　照　表

静岡県建設工事請負契約約款

	改正前
	改正後

	第１条～第９条　　(略)
　（現場代理人及び主任技術者等）

第10条　受注者は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に　定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな　い。これらの者を変更したときも同様とする。

 (1)　現場代理人

 (2)　主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ｡)又は監理技術者（建設業法第26条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ｡)

 (3)　監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ｡)

 (4)　専門技術者（建設業法第26条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ｡)

２～７　　（略）

第11条～第17条　　（略）

（条件変更等）

第18条　受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

 (1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定められている場合を除く｡)

 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。

 (4) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自 

然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

 (5)　設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

２～５　　（略）

第19条～第35条　　（略）


	第１条～第９条　　(略)
（現場代理人及び主任技術者等）

第10条　受注者は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に　定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな　い。これらの者を変更したときも同様とする。

 (1)　現場代理人

 (2)　主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ｡)又は監理技術者（建設業法第26条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ｡)

 (3)　監理技術者補佐（建設業法第26条第３項第２号に規定する者をいう。以下同じ｡)

 (4)　専門技術者（建設業法第26条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ｡)

２～７　　（略）

第11条～第17条　　（略）

（条件変更等）

第18条　受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

 (1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定められている場合を除く｡)

 (2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。

 (4) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自 

然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

 (5)　設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

２～５　　（略）

第19条～第35条　　（略）



	改正前
	改正後

	（前払金の使用等）

第36条　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る｡)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年４月１日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和７年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び第34条第２項に規定する前払金を除き、現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

第37条～第52条　　(略)
	（前払金の使用等）

第36条　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る｡)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年４月１日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前払金の100分の25を超える額及び第34条第２項に規定する前払金を除き、現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

第37条～第52条　　(略)


